
　在宅で重度要介護高齢者を介護している家族に対
して、その労をねぎらい家族の経済的負担を軽減す
るため、「家族介護慰労金」を支給します。
　該当する方は長寿福祉課または各支所で申請手続
きを行ってください（個人へのお知らせは行いませ
んので、ご注意ください）。
　提出された申請書の内容を審査し、11月下旬まで
に結果を通知します。
主な
支給要件

①重度要介護高齢者、介護者ともに市
税や保険料等の未納がない

②重度要介護高齢者が市民税非課税で
ある

③病院への入院や施設への入所 (短期
入所や介護保険サービス適用の宿
泊サービスを含む）の合計日数が、
令和7年7月1日～令和8年6月30日
までの間で90日を超えていない

④被介護者が令和7年12月31日～令
和8年6月30日までの6か月間、要
介護4 ～ 5の認定を受けている等

⑤重度要介護高齢者、介護者ともに市
内に住所を有している

受付期間 7月1日（水）～ 7月31日（金）
基準日 6月30日（火）
慰労金の
額

6万円または12万円
※介護保険サービスの利用状況により

支給金額が異なります。

【重度要介護高齢者とは】
　市内に住所を有し、基準日前6か月以上にわたり
要介護4もしくは要介護5の認定を受けている方、ま
たはそれと同等の状態にあると市長が認めた方で、
市民税が非課税の方

【介護者とは】
　市内に住所を有し、重度要介護高齢者の日常生活
を無報酬で介護する方

申請・問 長寿福祉課 高齢者支援G
　　　　 ☎52-1111　内線175
申請 山方支所　☎57-2111　美和支所　　☎58-2111
　　 緒川支所　☎56-2111　御前山支所　☎55-2111

　物価高騰の影響を受けている75歳以上の方に、
5,000円を現金給付しています。
　申請期限は、令和8年6月30日（火）まで（※当日消
印有効）となっていますので、申請がお済みでない方
は、期限までに申請をお願いします。
対象 令和8年3月1日現在で常陸大宮市の住

民基本台帳に記録されている、昭和
26年4月1日以前に出生した方

申請方法 3月下旬に送付した確認書に必要事項
を記入のうえ、返送ください。

給付方法 市役所に確認書が返送されてから、3 ～
4週間後に指定された口座に振り込みま
すので、ご確認ください。
※口座不一致により、振込不能となっ

た場合には、再振り込みに時間を要
します。

※期限までに申請がない場合は、本給付金の受給を
辞退したものとみなしますので、期限内に必ずご
提出ください。

問 長寿福祉課 高齢者支援G　☎52-1111　内線173

お知らせ

　「常陸大宮市自転車の安全な利用の促進に関する
条例（案）」に対する意見の募集結果をお知らせしま
す。

○意見募集期間　　　2月10日（火）～3月12日（木）
○意見の提出状況　　3件（1名）

　寄せられた意見と意見に
対する市の考え方は、市ホ
ームページ、生活環境課、
各支所で閲覧できます。

問 生活環境課 生活環境G　☎52-1111　内線112

家族介護慰労金の受付が始まります 高齢者支援給付金の申請は
お済みですか？

パブリックコメントの結果を
公表します

▲市ホームページ
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https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/2dim.php?type=page&code=11878

